
船舶事故等調査報告書 

平成２６年１０月２３日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１４広第８９号 

事故等種類 乗揚 

発生日時 平成２６年３月１日 １６時００分ごろ 

発生場所 岡山県倉敷市竪場
た て ば

島東方沖 

 岡山県玉野市所在の日比
ひ び

港西４号防波堤灯台から真方位２６３°

２.５海里付近 

 （概位 北緯３４°２６.８′ 東経１３３°５２.８′） 

事故等調査の経過  平成２６年５月２０日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島

事務所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

漁船 大見
お お み

丸、１.７トン 

 ＫＡ３－２８１９７（漁船登録番号）、個人所有 

 第２８０－３０２３８号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 船長、一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

 死傷者等 なし 

 損傷 舵板に擦過傷 

 事故等の経過  本船は、船長が１人で乗り組み、同乗者３人を乗せ、船首約０.４

ｍ、船尾約１.０ｍの喫水により、玉野市宇野港を出港し、船長が操

船に当たり、竪場島東方沖を倉敷市水島港に向けて西進中、平成２６

年３月１日１６時００分ごろ同島の東方沖に拡延する高州に乗り揚げ

た。 

 本船は、同乗者が海上保安庁に事故の通報を行い、潮が満ちるのを

待って自力で離礁し、香川県高松市高松港に帰った。 

 気象・海象 気象：天気 雨、風向 東北東、風力 １、視程 約２km 

海象：潮汐 下げ潮の末期、潮高 約１１９cm（岡山県倉敷市下津
し も つ

井
い

） 

 その他の事項  船長は、水島港に係留中の僚船をえい
．．

航して基地である高松港に戻

る予定であった。 

 船長は、宇野港から水島港へ向かうのは初めてであり、竪場島の東

方沖に拡延する高州の存在を知らなかった。 

 船長は、同乗者のうちの１人が、油タンカーの船員として水島港に

入港した経験があったので、同港に向かう航行経路の水路状況を知っ

ているものと思い、水路調査を行っていなかったが、同乗者は、本事

故発生場所付近の水路状況を知らなかった。 

 本船は、ＧＰＳプロッターを作動させていたが、１０ｍ以下の等深

線は表示されないものであった。 



 竪場島東方沖には、標識の西側に岩礁、浅瀬、沈船等の障害物があ

ることを示す東方位標識である高州東方灯浮標が設置されていた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

なし 

 本船は、竪場島東方沖を西進中、船長が、同乗者が航行経路の水路

状況を知っているものと思い込み、水路調査を行っていなかったこと

から、浅所に乗り揚げたものと考えられる。 

原因  本事故は、本船が、竪場島東方沖を西進中、船長が、同乗者が航行

経路の水路状況を知っているものと思い込み、水路調査を行っていな

かったため、浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられ

る。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・海図等により航行経路付近の水路状況を調べておくこと。 

 ・方位標識として設置されている航路標識の意味を理解しておくこ

と。 

 


